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（
対
象
大
会
関
係
施
設
及
び
対
象
空
港
に
係
る
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行

の
禁
止
に
関
す
る
法
律
の
適
用
等
）

第
三
十
一
条

第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
大
会
関
係
施
設
及
び
対
象
大
会
関
係
施
設
周

辺
地
域
が
指
定
さ
れ
た
場
合
又
は
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
空
港
及
び
対
象
空
港
周
辺
地
域

が
指
定
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
対
象
大
会
関
係
施
設
又
は
当
該
対
象
空
港
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設
を

小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
施
設
と
、
当
該
対
象
大
会
関
係
施
設
周
辺
地
域
又

は
当
該
対
象
空
港
周
辺
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域
を
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
と
そ
れ

ぞ
れ
み
な
し
て
、
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
小
型
無
人
機
等
飛

行
禁
止
法
第
八
条
中
「
又
は
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
前
条
第
一
項
又
は
平
成
三
十
二
年
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
三
号
）

第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
条
第
一
項
」
と
、
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
第
九
条
第
二
項
中
「
対
象

施
設
及
び
そ
の
」
と
あ
る
の
は
「
対
象
施
設
及
び
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
空
港
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設
（
次
項

に
お
い
て
単
に
「
対
象
空
港
」
と
い
う
。）並
び
に
こ
れ
ら
の
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
管
理
者
」と
あ
る
の
は「
管

理
者
（
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
第
二
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
大
会
関
係
施
設
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
組
織
委
員
会
）」と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
号
に
定
め
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
号
に
定
め
る
者

及
び
対
象
空
港
の
管
理
者
」
と
、「
及
び
次
の
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
次
の
」
と
、「
各
号
に
定
め
る
者
」
と
あ
る

の
は
「
各
号
に
定
め
る
者
及
び
対
象
空
港
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
に
あ
っ
て
は
当
該
対
象
空
港
の
管
理
者
」

と
す
る
。

２

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
空
港
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設
の
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し

て
適
用
さ
れ
る
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
第
九
条
第
一
項
又
は
第
三
項
本
文
の
規
定
に
違
反
し
て
小
型
無
人
機

等
の
飛
行
が
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
施
設
に
お
け
る
滑
走
路
の
閉
鎖
そ
の
他
の
当
該
施

設
に
対
す
る
危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
も
の
と
す
る
。

（
国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
指
定
国
立
大
学
法
人
」
を
「
指
定
国
立
大
学
法
人
等
」
に
、「
第
三
十
四
条
の
八
」
を
「
第
三
十
四
条
の

九
」
に
、「
第
三
十
四
条
の
九
」
を
「
第
三
十
四
条
の
十
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
学
長
」
の
下
に「（
当
該
国
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
国
立
大
学
の
全
部
に
つ
い
て
第
三
項
に

規
定
す
る
大
学
総
括
理
事
を
置
く
場
合
に
あ
っ
て
は
、
理
事
長
。次
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
一
条
第
二
項
第
四
号
、

第
三
項
及
び
第
五
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

国
立
大
学
法
人
が
二
以
上
の
国
立
大
学
を
設
置
す
る
場
合
そ
の
他
そ
の
管
理
運
営
体
制
の
強
化
を
図
る
特
別
の

事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
長
選
考
会
議
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
国
立

大
学
法
人
に
、
そ
の
設
置
す
る
国
立
大
学
の
全
部
又
は
一
部
に
係
る
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十

六
号
）
第
九
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
職
務
（
以
下
「
大
学
の
長
と
し
て
の
職
務
」と
い
う
。）を
行
う
理
事（
以

下
「
大
学
総
括
理
事
」
と
い
う
。）を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

４

国
立
大
学
法
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
総
括
理
事
を
置
く
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
承

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
九
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
職

務
」
を
「
大
学
の
長
と
し
て
の
職
務
（
大
学
総
括
理
事
を
置
く
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
大
学
総
括
理
事
の
職
務
に

係
る
も
の
を
除
く
。）」
に
改
め
、
同
条
中
第
九
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

大
学
総
括
理
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
職
務
の
ほ
か
、
大
学
の
長
と
し
て
の
職
務
（
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
学
長
選
考
会
議
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
大
学
総
括
理
事
が
当
該
大
学
の
長
と
し
て
の
職
務
を
行
う

も
の
と
さ
れ
た
国
立
大
学
に
係
る
も
の
に
限
る
。）を
行
う
と
と
も
に
、
学
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
立
大

学
法
人
を
代
表
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
自
衛
隊
法
の
一
部
改
正
）

２

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
五
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
対
象
施
設
の
安
全
の
確
保
の
た
め
の
権
限
）

第
九
十
五
条
の
四

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
八
年
法
律
第
九
号
）
第
九
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
対
象
施
設
を
職
務
上
警
護
す
る
自
衛
官
は
、
同

法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
総
務
省
設
置
法
及
び
天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例
法
の
一
部
改
正
）

３

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
国
会
議
事
堂
、
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
そ
の
他
の
国
の
重
要
な
施
設
等
、
外
国
公
館

等
及
び
原
子
力
事
業
所
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
」
を
「
重
要

施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

一

総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
第
八
十
九
号

二

天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
三
項

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

石
田

真
敏

文
部
科
学
大
臣

柴
山

昌
彦

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

防
衛
大
臣

岩
屋

毅

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
元
年
五
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
十
一
号

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
八
条
の
二
中
「
こ
の
条
及
び
第
百
九
条
第
三
項
に
お
い
て
」
を
削
る
。

第
百
九
条
第
一
項
中
「
次
項
」
の
下
に
「
及
び
第
五
項
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
い
う
。」の
下
に
「
以
下
こ

の
条
及
び
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

第
二
項
及
び
第
三
項
の
認
証
評
価
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
認
証
評
価
の
対
象
た
る
教
育
研
究
等
状
況
（
第

二
項
に
規
定
す
る
大
学
の
教
育
研
究
等
の
総
合
的
な
状
況
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
専
門
職
大
学
等
又
は
専
門
職

大
学
院
の
教
育
課
程
、
教
員
組
織
そ
の
他
教
育
研
究
活
動
の
状
況
を
い
う
。
次
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。）

が
大
学
評
価
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
否
か
の
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

大
学
は
、
教
育
研
究
等
状
況
に
つ
い
て
大
学
評
価
基
準
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
認
証
評
価
機
関
の
認
定
（
次
項

に
お
い
て
「
適
合
認
定
」
と
い
う
。）を
受
け
る
よ
う
、そ
の
教
育
研
究
水
準
の
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

文
部
科
学
大
臣
は
、
大
学
が
教
育
研
究
等
状
況
に
つ
い
て
適
合
認
定
を
受
け
ら
れ
な
か
つ
た
と
き
は
、
当
該
大

学
に
対
し
、
当
該
大
学
の
教
育
研
究
等
状
況
に
つ
い
て
、
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
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